
 

（単位：百万円）

金 額  金 額

35,852        4,425,731     

20            　 32,018        

35,832        4,365,068     

111,000       28,644        

22,534        752           

4,565,837     102,424       

1,669,691     375,938       

50,540        179,548       

907,641       41,000        

472,584       4,474         

1,395,647     27,340        

69,731        7,639         

311,416       202           

32,199        415           

279,217       17,831        

368,550       90,445        

216,027       3,791         

146,310       2,194         

2,194         914           

1,175         140           

2,841         29,847        

28,743        48,210        

18,928        3,622         

9,815         15,711        

11            

393           

60,054        5,002,238     

22,778        

3,517          91,000        

20,077        166,000       

3,044         281           

960           117,444       

7,513         347           

861           117,097       

1,300         基 金 償 却 準 備 金 53,500        

318           社員配当平衡積立金 6,983         

△ 550 当 期 未 処 分 剰 余 金 56,614        

374,726       

173,936       

△ 46,739 

127,197       

501,923       

5,504,161     5,504,161     

純資産の部合計

資 産 の 部 合 計 負債および純資産の部合計

基 金 等 合 計

その他有価証券評価差額金

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

そ の 他 の 資 産

前 払 年 金 費 用

貸 倒 引 当 金

金 融 派 生 商 品 剰 余 金

金融商品等差入担保金 損 失 塡 補 準 備 金

仮 払 金 そ の 他 剰 余 金

前 払 費 用 基 金

未 収 収 益 基 金 償 却 積 立 金

預 託 金 再 評 価 積 立 金

再 保 険 貸

そ の 他 資 産 負債の部合計

未 収 金 （ 純 資 産 の 部 ）

代 理 店 貸

建 設 仮 勘 定 仮 受 金

その他の有形固定資産 退 職 給 付 引 当 金

無 形 固 定 資 産 価 格 変 動 準 備 金

ソ フ ト ウ ェ ア 繰 延 税 金 負 債

その他の無形固定資産 再評価に係る繰延税金負債

土 地 金融商品等受入担保金

建 物 リ ー ス 債 務

リ ー ス 資 産 資 産 除 去 債 務

保 険 約 款 貸 付 預 り 金

一 般 貸 付 預 り 保 証 金

有 形 固 定 資 産 金 融 派 生 商 品

外 国 証 券 未 払 金

そ の 他 の 証 券 未 払 費 用

貸 付 金 前 受 収 益

地 方 債 債券貸借取引受入担保金

社 債 借 入 金

株 式 未 払 法 人 税 等

買 入 金 銭 債 権 再 保 険 借

有 価 証 券 社 債

国 債 そ の 他 負 債

現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金

現 金 お よ び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

2021年度　( 2022年3月31日現在 ）　貸借対照表

科 目 科 目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

- 1 - 朝日生命保険相互会社



 - 2 - 朝日生命保険相互会社 

注１．  有価証券（現金および預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものを含む）の評価は、

売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満期保有目的の債券につ

いては移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業における「責任準備金対応債券」に関す

る当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）に

もとづく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式お

よび関連会社株式（保険業法第２条第１２項に規定する子会社および保険業法施行令第１３条の

５の２第３項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものおよび同法施行令第１３条の５の

２第４項に規定する関連法人等が発行する株式をいう）については原価法、その他有価証券につ

いては、３月末日の市場価格等にもとづく時価法（売却原価の算定は移動平均法、取得差額が金

利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）については移動平均法による償却原価法（定

額法）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法）によっております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 

２．  個人保険・個人年金保険に設定した小区分（保険種類・資産運用方針等により設定）に対応し

た債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保有するものについ

て、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本

公認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）にもとづき、責任準備金対応債券に区分してお

ります。 

 

なお、当期より、個人保険・個人年金保険（利率変動積立型終身保険・利率変動型積立保険お

よび２０１２年４月２日以降契約の新一時払個人年金保険を除く）に対する小区分につき、負債

デュレーション算出の前提となる負債キャッシュ・フローを「将来３０年分」から「全期間分」

に変更しております。 

この変更による、貸借対照表および損益計算書への影響はありません。 

 

３．  デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 

 

４．  土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）にもとづき、事業用の

土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。 

 

再評価を行った年月日              ２００１年３月３１日 

 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第１号

に定める地価公示法の規定により公示された価格に奥行補正等の合理的な調整を行って算定ま

たは同施行令第２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に時点修正を行って算定。 
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５．  有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。 

・有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、建物については定額法）を採用しております。 

 

・リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

６． 

  

 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。 

７．  貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」とい

う）に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」という）に

対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額および保証による回

収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債

務者（以下「破綻懸念先」という）に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額

および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断

し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を債権

額に乗じた額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準にもとづき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した内部監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果にもとづいて上記の引当を行

っております。 

なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評

価額および保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債

権額から直接減額しており、その金額は２４百万円であります。 

 

８．  退職給付引当金および前払年金費用は、従業員の退職給付に備えるため、当年度末における退

職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、計上しております。 

退職給付債務ならびに退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。 

 

退職給付見込額の期間帰属方法  給付算定式基準 

数理計算上の差異の処理年数   翌期より７年   

過去勤務費用の処理年数      発生年度全額処理 

 

９．  価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定にもとづき算出した額を計上しております。 
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１０．  ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号）に従い、主に、

貸付金に対するキャッシュ・フローのヘッジとして繰延ヘッジおよび金利スワップの特例処理、

外貨建債券および外貨建投資信託等の一部に対する為替変動リスクのヘッジとして時価ヘッジ、

外貨建社債に対する為替変動リスクのヘッジとして通貨スワップの振当処理、その他の外貨建取

引等については為替の振当処理を行っております。 

なお、ヘッジの有効性の判定には、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動またはキャッシュ・フ

ロー変動を比較する比率分析によっております。 

 

１１．  消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産にかかる控

除対象外消費税等のうち、法人税法に規定する繰延消費税等については、前払費用に計上し５年

間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。 

 

１２． 

 

 保険料等収入（再保険収入を除く）は、原則として、収納があり、保険契約上の責任または保

険期間が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。 

なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する部分につ

いては、保険業法第１１６条および保険業法施行規則第６９条第１項第２号にもとづき、責任準

備金に積み立てております。 

 

１３． 

 

 保険金等支払金（再保険料を除く）は、保険約款にもとづく支払事由が発生し、当該約款にも

とづいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。 

なお、保険業法第１１７条および保険業法施行規則第７２条にもとづき、期末時点において支

払義務が発生したもの、または、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生

したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として計上していないものについて、支

払備金を積み立てております。 

 

１４． 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（１） 

 

 

（２） 

期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約にもとづく将来

における債務の履行に備えるため、保険業法第１１６条第１項にもとづき、保険料および責任準

備金の算出方法書（保険業法第４条第２項第４号）に記載された方法に従って計算し、責任準備

金を積み立てております。 

責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。 

 

標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第４８

号） 

 

標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

 

なお、責任準備金については、保険業法第１２１条第１項および保険業法施行規則第８０条に

もとづき、毎決算期において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が

確認しております。 

 

責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第１１６条および保険業法施行規則第６９

条第１項第３号にもとづき、保険契約にもとづく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が

見込まれる危険に備えて積み立てております。 
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１５． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６． 

 

  

 

 

（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

 

 

（３） 

有形固定資産の減損損失の算定方法は、次のとおりであります。 

 

算定方法 

保険事業等の用に供している不動産等については、保険事業全体で１つの資産グループとし

ております。また、賃貸不動産等、遊休不動産等、売却予定不動産等については、それぞれの

物件ごとに１つの資産グループとしております。複数の用途で使用されている物件のグルーピ

ングについては、物件の用途率等に応じていずれの資産グループに属するかを決定しておりま

す。 

資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる場合等

に、減損の兆候を把握しております。 

減損の兆候が把握された資産グループについて、当該資産グループから得られる割引前将来

キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合、減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能

価額まで減額しております。 

回収可能価額は、保険事業等の用に供している不動産等、賃貸不動産等については物件によ

り使用価値または正味売却価額を適用しております。遊休不動産等、売却予定不動産等につい

ては正味売却価額を適用しております。なお、使用価値については、将来キャッシュ・フロー

の割引現在価値としており、その算定にあたって使用する割引率については、資本コストによ

っております。 

また、正味売却価額については不動産鑑定評価基準にもとづく評価額または公示価格を基準

とした評価額等から処分費用見込額を差し引いて算定しております。 

 

主要な仮定 

減損損失の認識および使用価値の算定に用いる将来キャッシュ・フローにおける主要な仮定

は、資産グループの現在の使用状況（入居率、賃料等）を踏まえた使用計画であります。当該

仮定は、経済環境や資産グループ固有の事象の変化の影響を受ける可能性があります。 

 

翌年度の財務諸表に与える影響 

減損損失の認識および使用価値の算定に用いる将来キャッシュ・フローにおける主要な仮定

は、外部情報を含めて入手可能な情報にもとづいた最善の見積りであると評価しております。

一方で、将来の不確実性があることから、結果として翌年度において減損損失が発生する可能

性があります。 

また、不動産鑑定評価基準にもとづく評価額は、将来の不動産市況の動向に影響を受ける可

能性があり、その結果として正味売却価額が減少した場合には、翌年度において減損損失が発

生する可能性があります。 

 

無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間にも

とづく定額法により行っております。 
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１７． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

（３） 

 

 

当期より、「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第３０号 ２０１９年７月４日。以

下、「時価算定会計基準」という。）等を適用しております。 

また、時価算定会計基準第１９項および「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０

号 ２０１９年７月４日）第４４－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これに伴い、その他

有価証券のうち国内上場株式、国内株価指数連動型上場投資信託、国内上場不動産投資信託、外

国株価指数連動型上場投資信託（ヘッジ分を除く）、外国債券指数連動型上場投資信託（ヘッジ

分を除く）および外貨建債券（ヘッジ分を除く）の当期末の時価について、３月中の市場価格等

の平均にもとづいて算定された価額から、３月末日の市場価格等にもとづいて算定された価額に

変更しております。 

なお、その他有価証券の減損を行うか否かの判断については、従前から３月中の市場価格等の

平均にもとづいて算定された価額を用いております。 

 

当社および一部の子会社は、２０２１年１２月にグループ通算制度の承認申請を行い、翌年度

よりグループ通算制度が適用されることとなりました。 

なお、当年度末までに公表されているものの、適用されていない主な会計基準等は、「グルー

プ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第４２号 ２０

２１年８月１２日）であり、その内容は次のとおりであります。 

 

概要 

当該会計基準等は、２０２０年３月２７日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」

（令和２年法律第８号）において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することと

されたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税および地方法人税ならび

に税効果会計の会計処理および開示の取扱いについて定められたものであります。 

 

適用予定日 

 ２０２２年度の期首より適用予定であります。 

 

当該会計基準等の適用による影響 

当該会計基準等を適用することによる影響は評価中であります。 

 

保険業法施行規則の改正に伴い、下記２４．において、開示対象となる債権の区分等を改正後

の区分等で表示しております。 
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 保険業法第１１８条第１項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用は、保険

商品ごとの負債特性に応じ、以下の方針で行っております。 

・利率変動積立型終身保険・利率変動型積立保険・２０１２年４月２日以降契約の新一時払個

人年金保険については、資産と負債のデュレーションを一致させ金利変動リスクを回避する

ことを目指す「マッチング型ＡＬＭ」による国内公社債中心の運用を行っております。 

・上記以外の個人保険・個人年金保険については、国内公社債・貸付金等の円金利資産をポー

トフォリオの中核として保険負債の特性に対応した運用を行いつつ、国内株式・外国証券・

不動産等へ一定程度資産配分することにより、収益性の向上に取り組んでおります。 

また、デリバティブ取引については、主に保有している有価証券が持つ価格変動リスク、為替

変動リスク等および社債が持つ為替変動リスクを回避（ヘッジ）することを目的に活用しており

ます。 

なお、主な金融商品として、有価証券は価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクおよ

び信用リスク、貸付金は信用リスクおよび為替変動リスク、デリバティブ取引は市場リスクおよ

び信用リスクに晒されております。 

市場リスクの管理にあたっては、ＶａＲ法による有価証券等のリスク量の定量的な管理と、市

場環境が悪化するシナリオを想定し、当社ポートフォリオへの影響を分析するストレステストや

感応度分析による管理を併用し、許容されるリスクの範囲内で適切な資産配分を行っておりま

す。信用リスクの管理にあたっては、ＶａＲ法によりポートフォリオ全体の信用リスク量を定量

化し、リスク量が許容範囲内に収まるようコントロールしております。また、取引先の信用度に

応じた社内信用格付の付与や、投融資執行部から独立したリスク管理統括部による事前の厳正な

審査、事後のフォロー等を実施する体制を敷くとともに、信用リスクが特定の企業・グループに

集中することを防止するため、信用リスクの程度に応じた与信枠を設定のうえ管理を行い、良質

なポートフォリオの構築に努めております。 
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主な金融資産および金融負債にかかる貸借対照表価額、時価およびこれらの差額については、

次のとおりであります。 

なお、現金および預貯金、コールローン、債券貸借取引受入担保金は、主に短期間で決済され

るため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 
     

（単位：百万円） 

    貸借対照表価額 時価 差額 

買入金銭債権  22,534 24,255 1,720 

  満期保有目的の債券   21,577 23,297 1,720 

  その他有価証券   957 957 - 

有価証券  4,470,179 4,630,876 160,696 

  売買目的有価証券   26,601 26,601 - 

  満期保有目的の債券   280,070 310,342 30,272 

  責任準備金対応債券   2,028,714 2,159,139 130,424 

  その他有価証券   2,134,792 2,134,792 - 

貸付金 311,416 317,500 6,083 

  保険約款貸付   32,199 32,199 - 

  一般貸付   279,217 285,301 6,083 

資産計 4,804,130 4,972,631 168,501 

社債 102,424 103,200 776 

借入金 41,000 42,260 1,260 

負債計 143,424 145,460 2,036 

金融派生商品  (89,485) (89,485) - 

  ヘッジ会計が適用されていないもの  (2,555) (2,555) - 

  ヘッジ会計が適用されているもの  (86,930) (86,930) - 

*デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、

( ）で示しております。 

 

非上場株式等（子会社・関連会社を含む）の市場価格のない株式等については、有価証券に含

めておりません。当該非上場株式等の当期末における貸借対照表価額は、５１，６４５百万円で

あります。 

 

組合等への出資については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第３１号 ２０１９年７月４日）第２７項の経過措置を適用し、有価証券に含めておりません。 

当該組合等への出資の当期末における貸借対照表価額は、４４，０１２百万円であります。 
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 主な金融商品の時価の内訳等に関する事項は、次のとおりであります。 

 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。 

 レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により 

         算定した時価 

 レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを 

         用いて算定した時価 

 レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。 

 

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債 
    

 （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

買入金銭債権  - - 957 957 

 その他有価証券  - - 957 957 

有価証券(*1)  580,435 1,169,127 29,482 1,779,045 

 売買目的有価証券 24,719 1,882 - 26,601 

  国債・地方債 5,830 - - 5,830 

  社債 - 902 - 902 

  株式 7,914 - - 7,914 

  外国株式 8,269 - - 8,269 

  外国債券 2,705 979 - 3,684 

 その他有価証券 555,716 1,167,245 29,482 1,752,444 

  国債・地方債 39,829 685 - 40,514 

  社債 - 426,840 - 426,840 

  株式 413,036 - - 413,036 

  外国債券 102,850 739,719 29,482 872,053 

資産計 580,435 1,169,127 30,440 1,780,003 

デリバティブ取引(*2) - (89,755) 270 (89,485) 

 通貨関連 - (89,755) - (89,755) 

 株式関連 - - 270 270 

(*1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第３１号 ２０１９年７月４日）第２６項の経過

措置を適用し、投資信託については上記表に含めておりません。当該投資信託の当期末における貸借対照表価

額は、３８２，３４８百万円であります。 

 

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について 

は、( ）で示しております。 
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時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債 
    

 （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

買入金銭債権  - - 23,297 23,297 

 満期保有目的の債券  - - 23,297 23,297 

有価証券  1,752,190 592,381 124,909 2,469,481 

 満期保有目的の債券 36,939 148,494 124,909 310,342 

  国債・地方債 36,939 - - 36,939 

  社債 - 92,900 - 92,900 

  外国債券 - 55,594 124,909 180,503 

 責任準備金対応債券 1,715,251 443,887 - 2,159,139 

  国債・地方債 1,715,251 51,082 - 1,766,334 

  社債 - 392,804 - 392,804 

貸付金 - - 317,500 317,500 

 保険約款貸付 - - 32,199 32,199 

 一般貸付 - - 285,301 285,301 

資産計 1,752,190 592,381 465,707 2,810,279 

社債 - 103,200 - 103,200 

借入金 - - 42,260 42,260 

負債計 - 103,200 42,260 145,460 
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時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明 

 

①有価証券（買入金銭債権のうち「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号）に

もとづく有価証券として取扱うものを含む） 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル

１の時価に分類しており、主に上場株式や市場での取引が活発な国債がこれに含まれます。

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分

類しており、主に社債および外国債券等がこれに含まれます。相場価格が入手できない場

合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて時価を算定し

ております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプット

には、スワップ金利、金利スワップスプレッド、カレンシーベーシス等が含まれます。算

定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類

しております。 

また、投資信託の時価は、公表されている基準価額等によっており、「時価の算定に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第３１号 ２０１９年７月４日）第２６項

の経過措置を適用し、レベルを付しておりません。 

 

②貸付金 

保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設

けておらず、返済見込み期間および金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているもの

と想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル３の時価に分類しております。 

一般貸付については、貸付金の種類毎に元利金の合計額を、市場金利に内部格付にもと

づく一定の調整を加えた割引率で割り引いて時価を算出しており、レベル３の時価に分類

しております。なお、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先に対する貸付金については、直接

減額前の帳簿価額から貸倒見積高を控除した額を時価としており、レベル３の時価に分類

しております。 

 

③社債 

当社の発行する社債については、市場価格等を時価として採用し、レベル２の時価に分

類しております。また、通貨スワップの振当処理の対象とされた社債については、当該時

価を含めて記載しております。通貨スワップの時価は外部情報ベンダーの評価を時価とし

て採用しております。 

 

④借入金 

借入金については、元利金の合計額を、市場金利に当社の信用リスクにもとづく一定の

調整を加えた割引率で割り引いて時価を算出しており、レベル３の時価に分類しておりま

す。 

 

⑤デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、為替予約は３月末日のＴＴＭにもとづき当社で算出した

理論価格を、通貨オプション取引、株式オプション取引、金利スワップション取引は取引

先金融機関から提示された価格等を時価としております。 

評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、観察できないインプッ

トを用いていないまたはその影響が重要でない場合はレベル２の時価、重要な観察できな

いインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類しております。 
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時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債のうちレベル３の時価に関す

る情報 

 

①重要な観察できないインプットに関する定量的情報 

  レベル３の時価については、第三者から入手した価格を調整せずに使用しております。 

 

②期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益 
     

 （単位：百万円） 

 

買入金銭債権 有価証券 

資産計 

デリバティブ取引 

その他有価証券 その他有価証券 
株式関連 

その他 外国債券 

期首残高 969 26,853 27,822 - 

 当期の損益 

または評価・換算差額 
16 75 91 △24 

 損益に計上(*1) △20 2,406 2,385 △24 

 その他有価証券評価差額金に 

計上 
36 △2,330 △2,293 - 

 購入、売却、発行および決済の純額 △28 10,711 10,682 294 

 レベル３の時価への振替 - - - - 

 レベル３の時価からの振替(*2) - △8,157 △8,157 - 

期末残高 957 29,482 30,440 270 

当期損益に計上した額のうち    

貸借対照表において保有する金融資産

および金融負債の評価損益(*1) 

-     2,406 2,406 △24 

(*1)損益計算書の「資産運用収益」および「資産運用費用」に含まれております。 

 

(*2)レベル３の時価からレベル２の時価への振替であり、観察可能なデータが利用可能になったことによるものであ

ります。当該振替は会計期間の末日に行っております。 

 

 

③時価の評価プロセスの説明 

  当社は主計部およびリスク管理統括部にて時価の算定に関する方針および手続を定めて 

おり、これに沿ってリスク管理統括部が時価を算定しております。算定された時価について

は、リスク管理統括部内の独立した部署にて、時価の算定に用いられた評価技法およびイン

プットの妥当性ならびに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。 

  時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性およびリスクを最も適切に反映できる

評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合において

も、利用されている評価技法およびインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の

適切な方法により価格の妥当性を検証しております。 

 

当社では、東京都その他の地域において賃貸用のオフィスビル等を有しており、当期末におけ

る当該賃貸等不動産の貸借対照表価額は、２４２，４１８百万円、時価は、２８５，８４４百万

円であります。なお、時価の算定にあたっては、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定

評価書にもとづく金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)によっております。 

 

消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、２１８，３６７百万円であ

ります。 
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債権のうち、破産更生債権およびこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権ならびに

貸付条件緩和債権の額は、６０９百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下のとおりであ

ります。 

 

債権のうち、破産更生債権およびこれらに準ずる債権額は４５３百万円であります。上記取立

不能見込額の直接減額は、２４百万円であります。 

なお、破産更生債権およびこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始または再生

手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準

ずる債権であります。 

 

債権のうち、危険債権額は７０百万円であります。 

なお、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績

が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権で、

破産更生債権およびこれらに準ずる債権に該当しない債権であります。 

 

債権のうち、三月以上延滞債権額は６６百万円であります。 

なお、三月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三

月以上延滞している貸付金で破産更生債権およびこれらに準ずる債権、危険債権に該当しないも

のであります。 

 

債権のうち、貸付条件緩和債権額は２０百万円であります。 

なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の

減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸

付金で、破産更生債権およびこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

 

有形固定資産の減価償却累計額は２８６，５３７百万円であります。 

 

２６．  特別勘定の資産の額は２８，１７５百万円であります。 

なお、負債の額も同額であります。 

 

２７．  子会社等に対する金銭債権の総額は３８６百万円、金銭債務の総額は２，１５８百万円であり

ます。 
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２８． （１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

繰延税金資産の総額は６８，１８６百万円、繰延税金負債の総額は５７，９１１百万円であり

ます。 

繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は、１３，８９７百万円であります。 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、 

危険準備金           ２１，７３１百万円、 

価格変動準備金         １３，４５０百万円、 

退職給付引当金          ８，３２７百万円、 

減損損失             ７，２２３百万円、 

およびその他有価証券の評価差額   ４，３９４百万円であります。 

繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、 

その他有価証券の評価差額    ５６，４１６百万円であります。 

 

当年度における法定実効税率は２７．９％であり、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との間の差異の主要な内訳は、基金利息△４．０％、評価性引当額の増減△３．２％

であります。 

 

２９．  社員配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当期首現在高                    ３０，０５０百万円 

前期剰余金からの繰入額       ２，１５３百万円 

当期社員配当金支払額              ３，５６２百万円 

利息による増加等                         ３百万円 

当期末現在高                    ２８，６４４百万円 

 

３０．  子会社等の株式は３７，３７７百万円であります。 

なお、当社は、２０２２年４月１５日に、なないろ生命保険株式会社へ１７，０００百万円の

増資を実行しております。 

  

３１．   担保に供されている資産の額は、有価証券８０，５９１百万円であります。 

３２．  保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険

を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は９百万円であり、

同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準

備金」という。）の金額は３７３百万円であります。 

 

３３．  保険業法施行規則第３０条第２項に規定する金額は１７４，２１８百万円であります。 

３４．  売却または担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、消費貸借契約で借り

入れている有価証券であり、当年度末に当該処分を行わずに所有しているものの時価は 

２５，７０９百万円であり、担保に差し入れているものはありません。 

 

３５．  貸付金に係るコミットメントライン契約の融資未実行残高は、１３,９４７百万円であります。 

 

３６．  負債の部の社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付

社債であります。 
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３７．  借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金で

あります。 

 

３８． 

 

 

 

３９． 

 

 

 

 

 

 

（１） 

 

 

 

 

（２） 

保険業法第２５９条の規定にもとづく生命保険契約者保護機構に対する当年度末における当

社の今後の負担見積額は、８，２６０百万円であります。 

なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。 

 

退職給付に関する事項は次のとおりであります。 

 

採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度であります。）およ

び退職一時金制度（非積立型制度でありますが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度と

なっております。）を設けております。 

 

確定給付制度 

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務  ４０，３６５百万円 

勤務費用              １，８０８百万円 

利息費用                ４０３百万円 

数理計算上の差異の当期発生額    ５１４百万円 

退職給付の支払額       △３，６０２百万円 

期末における退職給付債務      ３９，４８９百万円 

 

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

期首における年金資産  ７，９１２百万円 

期待運用収益                   ６２百万円 

数理計算上の差異の当期発生額        △８０９百万円 

事業主からの拠出額               １５５百万円 

退職給付の支払額      △１９７百万円 

期末における年金資産              ７，１２３百万円 

 

   

 

 

③退職給付債務および年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金 

および前払年金費用の調整表 

積立型制度の退職給付債務          ３９，４８９百万円 

年金資産                  △７，１２３百万円 

                        ３２，３６５百万円 

未認識数理計算上の差異            △２，８３６百万円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額   ２９，５２９百万円 

退職給付引当金               ２９，８４７百万円 

前払年金費用                     △３１８百万円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額    ２９，５２９百万円 
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  ④退職給付に関連する損益 

勤務費用                    １，８０８百万円 

利息費用                     ４０３百万円 

期待運用収益                   △６２百万円 

数理計算上の差異の当期の費用処理額        ３１７百万円 

確定給付制度に係る退職給付費用        ２，４６６百万円 

 

⑤年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下のとおりであります。 

 

株式             ３８％ 

債券            １０％ 

その他           ５２％ 

合計           １００％ 

 

⑥長期期待運用収益率の設定方法 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配

分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を

考慮しております。 

 

⑦数理計算上の計算基礎に関する事項 

期末における主要な数理計算上の計算基礎は以下のとおりであります。 

  

割引率            １．０％ 

長期期待運用収益率      ０．８％ 

（うち、確定給付企業年金  １．６％） 

 

 

 

 



（単位：百万円）
金 額

597,910                

387,134                

385,691                

1,443                  

144,983                

120,531                

99,054                 

4,241                  

16,339                 

895                    

11,949                 

317                    

3,065                  

6,919                  

2,199                  

65,792                 

8,135                  

1,008                  

54,304                 

2,343                  

565,605                

381,466                

107,517                

116,767                

72,938                 

79,236                 

2,403                  

2,602                  

3,449                  

3,446                  

3                      

36,655                 

4,876                  

1,133                  

11,177                 

273                    

48                     

2,510                  

141                    

5,511                  

10,981                 

110,388                

33,646                 

9,859                  

9,345                  

12,354                 

2,086                  

32,305                 

2,928                  

2,925                  

3                      

6,561                  

2,751                  

1,149                  

2,530                  

130                    

28,671                 

10,788                 

△ 5,041          

5,747                  

22,924                 

2021年度
2021年4月1日から

損益計算書
2022年3月31日まで

科 目

経 常 収 益

保 険 料 等 収 入

保 険 料

再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益

利 息 お よ び 配 当 金 等 収 入

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金

貸 付 金 利 息

不 動 産 賃 貸 料

そ の 他 利 息 配 当 金

有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益

為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益

給 付 金

そ の 他 経 常 収 益

保 険 金 据 置 受 入 金

退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額

責 任 準 備 金 戻 入 額

そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金

年 金

有 価 証 券 評 価 損

解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額

社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

資 産 運 用 費 用

支 払 利 息

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損

保 険 金 据 置 支 払 金

有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用

特 別 損 失

税 金

減 価 償 却 費

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 等 処 分 益

そ の 他 特 別 利 益

当 期 純 剰 余

固 定 資 産 等 処 分 損

減 損 損 失

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

そ の 他 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 剰 余

法 人 税 お よ び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

- 17 - 朝日生命保険相互会社



 - 18 - 朝日生命保険相互会社 

注１．  子会社等との取引による収益の総額は６２３百万円、費用の総額は９，３３８百万円でありま

す。 

 

２． （１） 

 

 

 

 

（２） 

 

 

 

 

（３） 

有価証券売却益の内訳は、 

国債等債券                 ４，９４３百万円、 

株式等                    ６，２３８百万円、 

外国証券                    ７６７百万円であります。 

 

有価証券売却損の内訳は、 

国債等債券                １，０７３百万円、 

株式等                    １，４４８百万円、 

外国証券                  ８，６５５百万円であります。 

 

有価証券評価損の内訳は、 

株式等                      ２７２百万円、 

外国証券              １百万円であります。 

 

３．  支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払備金繰入額の金額は２百万円、責任準備金戻

入額の計算上、足し上げられた出再責任準備金繰入額の金額は１３百万円であります。 

 

４．  「売買目的有価証券運用損」の内訳は、売却損１，１３３百万円であります。 

５．  「金融派生商品費用」には、評価益が６４１百万円含まれております。 
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６．  

 

（１） 

 

 

（２） 

 

 

 

 

（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 

当年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。 

 

資産のグルーピング方法 

資産のグルーピング方法は、貸借対照表注記１５．に記載のとおりであります。 

 

減損損失の認識に至った経緯 

不動産市況の悪化等により、一部の資産グループに著しい収益性の低下または時価の下落が見

られたことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上しております。 

 

減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳 

用 途 
減 損 損 失 （ 百 万 円 ） 

土 地 建 物 計 

賃 貸 不 動 産 等 ― ― ― 

遊 休 不 動 産 等 ６２２ ５２６ １，１４９ 

売却予定不動産等 ― ― ― 

合 計 ６２２ ５２６ １，１４９ 

 

回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値または正味売却価額を、遊休不

動産等、売却予定不動産等については正味売却価額を適用しております。なお、使用価値につい

ては将来キャッシュ・フローを３．３％で割り引いて算定しております。また、正味売却価額に

ついては不動産鑑定評価基準にもとづく評価額または公示価格を基準とした評価額等から処分

費用見込額を差し引いて算定しております。 

 

   

 

 

 


